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宮城大学大学院看護学研究科履修規程 

平成２１年４月１日 

規程第３４号 

（趣旨） 

第１条 宮城大学大学院学則（以下「大学院学則」という。）第３１条第２項の規定に基づき，看

護学研究科の授業科目の履修に関し，必要な事項を定める。 

 

（授業科目等） 

第２条 看護学研究科の専門分野，専門領域，授業科目，当該科目の配当年次，単位数及び必修・

選択の別は別表のとおりとする。 

 

（履修コースの設定） 

第３条 博士前期課程に履修コースとして「研究能力養成コース」及び「専門看護師養成コース」

を設ける。 

２ 前項に規定する履修コースは，博士前期課程入学願書に記載し選択するものとする。 

 

 （専門分野，専門領域又は履修コースの変更） 

第４条 専門分野，専門領域又は履修コースの変更を希望する学生は，入学した年度の１月末ま

でに様式第１号により看護学研究科長（以下「研究科長」という。）に変更申請を行うものとし，

その手続きは，次の変更区分により行うものとする。ただし，看護学研究科教授会（以下「教

授会」という。）が修学上，特に必要と認める場合はこの限りではない。 

 一 専門分野，専門領域の変更  教授会の議を経て研究科長が許可 

 二 履修コースの変更   専門領域内での変更は研究科長が許可，専門領域外の変更 

は教授会の議を経て研究科長が許可 

 

（履修登録） 

第５条 学生は，履修しようとする授業科目について，毎学期の所定の期日までに，履修登録を

行わなければならない。 

 

（履修登録の制限） 

第６条 次に掲げる授業科目は，履修登録をすることができない。 

一 在学年次より上級年次に配当されている授業科目 

二 既に単位を修得した授業科目 

２ 授業時間が重複する授業科目は，原則として履修登録できない。 

３ 教育環境等により，履修登録の人員を制限することがある。 

 

（試験） 

第７条 定期試験は，その授業の開講時期の末に期間を定めて行う。 

２ 前項の規定にかかわらず，随時試験を行うことができる。 

３ 前２項の試験は，筆記試験，口述試験，実技試験，又は課題レポートにより行う。 

４ 次のいずれかに該当する学生は，第１項の試験を受験することができない。 

一 履修登録をしていない学生 

二 試験時刻に２０分を超えて遅参した学生 

 

（成績評価等） 

第８条 学生の成績は，シラバス等で示された授業の到達目標に対する学生の学習到達度に

よって評価されるものとする。 

２ 成績の表示は次のとおりとし，秀，優，良及び可を合格とし，所定の単位を与える。 
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３ 第７条第４項第２号の規定に該当し試験を受験できなかった授業科目又は正当な理由な

く試験を受験しなかった授業科目については，原則として不合格とする。 

４ 前２項の規定により不合格となった授業科目については，次年度以降に再履修すること

ができる。再履修科目については，第５条の規定に基づく履修登録を行わなければならな

い。 

５ 成績は，原則として当該学期末までに確定する。 

 

（追試験） 

第９条 所定の試験に欠席した学生に対する試験（以下「追試験」という。）は，原則として

行わない。ただし，病気その他特別の理由により，やむを得ず試験を受験できなかった学

生に対しては，その願い出により追試験を行うことがある。 

２ 前項の規定により追試験の受験を希望する学生は，原則として該当科目の試験開始前ま

でにその事由を該当科目の担当教員に申し出るものとする。 

３ 前項の規定により申出をした学生は，原則として該当科目の試験終了後１週間以内に，

別の定める様式により追試験願を該当科目の担当教員に提出し，研究科長等の承認を得な

ければならない。 

４ 追試験の実施日時等は，該当科目の担当教員がその都度決定する。 

 

（再試験） 

第１０条 試験（前条に規定する追試験を含む。）を受験して不合格となった学生に対する試

験（以下「再試験」という。）は，原則として行わない。ただし，教授会が必要と認めた場

合は，この限りではない。 

２ 再試験の実施日時等は，該当授業科目の担当教員がその都度決定する。 

３ 再試験における成績の評価は，原則として可を上限とする。 

 

（不正行為） 

第１１条 第７条第１項に定める試験において不正行為をした学生に対しては，当該学生が

その期に登録しているすべての履修科目の成績評価を不可とするほか，大学院学則第２６

条の規定による懲戒処分を行う。 

２  授業の出席に関し虚偽申告を行った学生に対しては，当該科目の成績評価を不可とする

ほか，その不正行為の状況により，大学院学則第２６条の規定による懲戒処分を行うこと

ができる。 

 

（研究指導教員） 

第１２条 入学学生の履修などへの適切な助言及び研究・論文作成指導を行うために研究指導教

員を置く。 

２ 研究指導教員は，主研究指導教員及び副研究指導教員からなるものとする。 

３ 研究指導教員は，特別研究担当教員（博士前期課程においては「看護学特別研究」を担当す

る教員，博士後期課程においては「生涯健康支援看護学特別研究」を担当する教員）をもって

充て，教授会が決定する。ただし，教授会が認めた場合は，副研究指導教員として学外教員を

加えることができる。 

４ 研究指導教員の変更は，特別な事情が生じた場合に限り，教授会の議を経てこれを認めるこ

とがある。 

評 価 評   点 学習到達度との関係 

秀 ９０点以上 学習到達度が特に優秀な水準で到達目標に達している 

優 ８０点以上９０点未満 学習到達度が優秀な水準で到達目標に達している 

良 ７０点以上８０点未満 学習到達度が良好な水準で到達目標に達している 

可 ６０点以上７０点未満 学習到達度が到達目標に達している 

不 可 ６０点未満 学習到達度が到達目標に達していない 
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（研究指導体制） 

第１３条 博士前期課程における研究指導は，主・副研究指導教員による個別研究指導及び研究

科担当教員による集団研究指導体制により行うものとする。 

２ 博士後期課程における研究指導は，主・副研究指導教員による個別研究指導及び特別研究担

当教員による集団研究指導体制により行うものとする。 

 

（研究計画書及び倫理審査） 

第１４条 学生は，必要な研究指導を受けた上で，研究計画書（以下「計画書」という。）を主研

究指導教員に提出するものとする。 

２ 提出された計画書について，主研究指導教員は，別途定めるところにより倫理審査を申請し，

承認を得るものとする。 

 

（計画書の審査） 

第１５条 博士前期課程の計画書の審査は主研究指導教員及び副研究指導教員が行う。博士後期

課程の計画書の審査は，特別研究担当教員が行う。 

２ 計画書の審査結果については，教授会で承認を受けなければならない。なお，計画書に変更

がある場合は，教授会へその旨を申請し，博士前期課程では，主及び副研究指導教員，博士後

期課程では特別研究担当教員の審査を経た後，教授会の承認を得るものとする。 

 

（学位論文の審査及び最終試験） 

第１６条 学生は，研究科長を経て学長に学位論文を提出し，学位論文審査の申請を行う。 

２ 博士後期課程の学生は，学位論文を提出する前に主研究指導教員の承認を得て，別に定める

予備審査を研究科長に申し出なければならない。 

３ 学位論文の審査及び最終試験については，宮城大学学位規程の定めるところによる。 

 

（学位論文，最終試験の評価及び判定） 

第１７条 学位論文及び最終試験の成績については，第８条の規定にかかわらず，次のとおりと

する。 

一 学位論文は，合格，不合格とする。 

二 最終試験は，合格，不合格とする。 

 

（修了要件） 

第１８条 博士前期課程を修了するためには２年以上，博士後期課程においては３年以上在学し，

第２条別表の「修了要件単位数」を修得し，かつ，学位論文の審査及び最終試験に合格しなけ

ればならない。 

２ 前項の場合において，博士前期課程の専門看護師養成コースにあっては，特定の課題につい

ての研究の成果の審査をもって学位論文の審査に代えるものとする。 

３ 博士前期課程においては，第１項の規定にかかわらず，大学院学則第３４条の規定により本

学大学院の他の研究科の授業科目を履修して修得した単位及び次条の規定に基づき認定された

単位については，別に定めるところにより，修了に要する修得単位数への算入を認めることが

ある。 

 

（既修得単位等の認定） 

第１９条 博士前期課程において，大学院学則第３５条及び第３６条の規定により単位を修得し

ようとする者は，次の各号に掲げる書類を指定のあった期日までに学長に提出しなければなら

ない。 

一 既修得単位認定申請書 

二 成績証明書（出身大学の大学院等の発行するもの） 

三 申請する授業科目について，出身大学の大学院等が作成した科目の内容，単位制度等単位
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の換算，認定に必要な資料 

 

（委任） 

第２０条 この規程に定めるもののほか，授業科目の履修方法等に関し必要な事項は，教授会が

定める。 

 

附 則 

この規程は，平成１３年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この規程は，平成１５年４月１日から施行する。 

２ この規程の施行日前において既に本学に在籍する学生については，なお従前の例による。 

附 則 

この規程は，平成１５年１０月１日から施行する。 

附 則 

１ この規程は，平成１７年４月１日から施行する。 

２ この規程の施行日前において既に本学に在籍する学生については，なお従前の例による。 

附 則 

１ この規程は，平成１９年４月１日から施行する。 

２ この規程の施行日前において既に本学に在籍する学生については，なお従前の例による。 

附 則 

１ この規程は，平成２０年４月１日から施行する。 

２ この規程の施行日前において既に本学に在籍する学生については，なお従前の例による。 

附 則（H21.4.1 第 1回理事会） 

１ この規程は，平成２１年４月１日から施行する。 

２ この規程の施行日前において既に本学に在籍する学生については，なお従前の例による。 

附 則（H22.3.24 第 19回理事会） 

１ この規程は，平成２２年４月１日から施行する。 

２ この規程の施行日前において既に本学に在籍する学生については，なお従前の例による。 

附 則（H23.3.23 第 38回理事会） 

  この規程は，平成２３年４月１日から施行する。ただし，この規程の施行日前において既に

本学に在籍する学生については，なお従前の例による。 

附 則（H24.2.22 第 52回理事会） 

  この規程は，平成２４年４月１日から施行する。ただし，この規程の施行日前において既に

本学に在籍する学生については，なお従前の例による。 

附 則（H25.2.27 第 66回理事会） 

  この規程は，平成２５年４月１日から施行する。ただし，この規程の施行日前において既に

本学に在籍する学生については，なお従前の例による。 

附 則（H25.3.27 第 67回理事会） 

  この規程は，平成２５年４月１日から施行する。ただし，この規程の施行日前において既に

本学に在籍する学生については，なお従前の例による。 

附 則（H26.3.26 第 81回理事会） 

  この規程は，平成２６年４月１日から施行する。ただし，この規程の施行日前において既に

本学に在籍する学生については，なお従前の例による。 

附 則（H27.3.25 第 94回理事会） 

この規程は，平成２７年４月１日から施行する。ただし，改正後の第２条に定める別表は平

成２７年度入学者から適用し，平成２６年度以前の入学者については従前の規定を適用する。 

附 則（H27.9.30 第 100回理事会） 

この規程は，平成２７年１０月１日から施行する。 

附 則（H29.2.22 第 119回理事会） 
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１ この規程は，平成２９年４月１日から施行する。 

２ この改正による改正後の宮城大学大学院看護学研究科履修規程は，平成２９年度入学生から

適用し，この規定の施行の日の前日において在学する学生については，なお従前の例による。 

附 則（H30.2.28 第 133回理事会） 

１ この規程は，平成３０年４月１日から施行する。 

２ この改正による改正後の宮城大学大学院看護学研究科履修規程は，平成３０年度入学生から

適用し，この規程の施行の日の前日において在学する学生（施行日の前日までに退学又は除籍

となり，施行日以後に当該研究科に再入学したものを含む。）については，なお従前の例による。 

附 則（H31.2.27 第 146回理事会） 

１ この規程は，平成３１年４月１日から施行する。 

２ この改正による改正後の宮城大学大学院看護学研究科履修規程は，平成３１年度入学生から

適用し，この規程の施行の日の前日において在学する学生（施行日の前日までに退学又は除籍

となり，施行日以後に当該研究科に再入学したものを含む。）については，なお従前の例による。 

附 則（R2.2.26 第 158回理事会） 

１ この規程は，令和２年４月１日から施行する。 

２ この改正による改正後の宮城大学大学院看護学研究科履修規程は，令和２年度入学生から適

用し，この規程の施行の日の前日において在学する学生（施行日の前日までに退学又は除籍と

なり，施行日以後に当該研究科に再入学したものを含む。）については，なお従前の例による。 
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別表（第２条関係）

看護学研究科看護学専攻博士課程（前期２年の課程）

講義 演習 実習 研究

分野 領域

基礎看護学特論Ⅰ １前 2 選択

基礎看護学特論Ⅱ １後 2 選択

基礎看護学演習 １後２前 4 選択

看護管理学特論Ⅰ ＊ １前 2 選択

看護管理学特論Ⅱ １後 2 選択

看護管理学演習 １後２前 4 選択

成人健康看護学特論 １前 2 選択

成人健康看護援助論 １後 2 選択

成人健康看護援助論演習 １後２前 4 選択

がん病態生理学 ＊ １前 2 選択

がん看護学特論Ⅰ ＊ １前 2 選択

がん看護学特論Ⅱ ＊ １前 2 選択

がん看護援助論Ⅰ ＊ １前 2 選択

がん看護援助論Ⅱ ＊ １後 2 選択

がん看護学演習Ⅰ ＊ １前 2 選択

がん看護学演習Ⅱ ＊ １後 2 選択

がん看護学実習Ⅰ ＊ １後 4 選択

がん看護学実習Ⅱ ＊ ２前 3 選択

がん看護学実習Ⅲ ＊ ２前 3 選択

がん看護学課題研究 ＊ １～２ 4 選択

精神健康看護学特論 １前 2 選択

精神健康看護援助論 １後 2 選択

精神健康看護援助論演習 １後２前 4 選択

老年健康看護学特論Ⅰ ＊ １前 2 選択

老年健康看護学特論Ⅱ ＊ １前 2 選択

老年医療学 ＊ １後 2 選択

老年健康看護援助論Ⅰ ＊ １後 2 選択

老年健康看護援助論Ⅱ ＊ １後 2 選択

老年健康看護学演習Ⅰ ＊ １後 2 選択

老年健康看護学演習Ⅱ ＊ １後 2 選択

老年健康看護学実習Ⅰ ＊ １後 4 選択

老年健康看護学実習Ⅱ ＊ ２前 3 選択

老年健康看護学実習Ⅲ ＊ ２前 3 選択

老年健康看護学課題研究 ＊ １～２ 4 選択

母性健康看護学特論 １前 2 選択

母性健康看護援助論 １後 2 選択

母性健康看護援助論演習 １後２前 4 選択

小児健康看護学特論 １前 2 選択

小児健康看護援助論 １後 2 選択

小児健康看護援助論演習 １後２前 4 選択

地域健康看護学特論Ⅰ １前 2 選択

地域健康看護学特論Ⅱ １後 2 選択

地域健康看護学演習Ⅰ １後２前 2 選択

地域健康看護学演習Ⅱ １後２前 2 選択

在宅健康看護学特論Ⅰ １前 2 選択

在宅健康看護学特論Ⅱ １後 2 選択

在宅健康看護学演習 １後２前 4 選択

災害看護学特論 １前 2 選択

災害看護援助論 １後 2 選択

災害看護援助論演習 １後２前 4 選択

１～２ 8 選択

56 44 20 16

小児健康

看護学

授　　業　　科　　目 配当年次
単位数 必修・選択

の別
備考

看護管理学

成人健康

看護学

がん看護学

基礎看護学

■研究能力養成コース(修了要件単位数３０単位以上)

【必須】

専門科目のうち各専門領域に係る次の科目と看護学特別研究８

単位の合計１６単位を修得すること。

・講義４単位

・演習４単位

【選択】

次の科目から合計１４単位以上を修得すること。

・専門科目のうち必須科目以外の講義科目

・専門共通科目

・共通選択科目

■専門看護師養成コース(修了要件単位数４２単位以上)

（＊は専門看護師養成コース対象科目）

【必須】

専門科目のうち各専門領域に係る次の科目，合計２８単位を修

得すること。

・講義１０単位

・演習４単位

・実習１０単位

・課題研究４単位

次の３科目，合計６単位を修得すること。

・フィジカルアセスメント

・病態生理学

・臨床薬理学

【選択】

次の７科目から合計８単位以上修得すること。

・看護管理学特論Ⅰ

・看護研究特論

・コンサルテーション論

・看護倫理

・看護政策論

・看護理論

・看護教育学

専

門

科

目

成

熟

期

看

護

学

老年健康

看護学

次

世

代

育

成

看

護

学

母性健康

看護学

（専門科目の合計単位数）

精神健康

看護学

基

盤

看

護

学

広

域

看

護

学

地域健康

看護学

在宅健康

看護学

災害看護学

看護学特別研究

講義 演習 実習 研究

看護研究特論 ＊ １前 2 選択

看護研究方法特論 １後 2 選択

コンサルテーション論 ＊ １前 2 選択

看護倫理 ＊ １前 2 選択

看護政策論 ＊ １後 2 選択

看護理論 ＊ １前 2 選択

看護教育学 ＊ １前 2 選択

フィジカルアセスメント ＊ １前 2 選択

病態生理学 ＊ １前 2 選択

臨床薬理学 ＊ １前 2 選択

保健情報学 １後 2 選択

在宅医療学 １後 2 選択

保健行動科学特論 １後 2 選択

人間関係情報処理論 １前 2 選択

医療経済学 １前 2 選択

疫学統計 １前 2 選択

統計学特論 １前 2 選択

社会福祉学特論 １前 2 選択

36

92 44 20 16

修了要件単位数

■研究能力養成コース３０単位以上

　■専門看護師養成コース４２単位以上

合計単位数

（共通科目の合計単位数）

共

通

科

目

専門共通科目

共通選択科目

授　　業　　科　　目 配当年次 必修・選択の別 備考
単位数
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看護学研究科看護学専攻博士課程（後期３年の課程）

講義 演習 実習 研究

１前 2 必修

１・２前 2 選択

１・２前 2 選択

生涯健康支援看護教育特論 １・２後 2 選択

8

１前 2 必修

１後 1 選択

１後 1 選択

１後 1 選択

2 3

１～３ 6 必修

10 9
修了要件単位数
１６単位以上

備考

生涯健康支援看護学特論

次世代育成健康支援看護学演習

合計単位数

基

本
科
目

専
門
科

目

生涯健康支援看護管理特論

生涯健康支援看護学特別研究特別研究

（専門科目の合計単位数）

基本科目は，6単位以上を修
得すること

成熟期健康支援看護学演習

在宅・地域健康支援看護学演習

専門科目は，4単位以上を修

得すること

（基本科目の合計単位数）

単位数 必修・選択

の別

科目区分

生涯健康支援看護学研究方法特論

生涯健康支援評価特論

授　　業　　科　　目 配当年次
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様式第１号（第４条関係） 

博士前期課程専門分野・専門領域・履修コース変更許可申請書 

 

平成  年  月  日 

看護学研究科長 殿 

 

（申請者） 

学籍番号 

氏  名            印 

 

（研究指導教員） 

職・氏名              印 

 

 

博士前期課程における専門分野・専門領域・履修コースを下記のとおり変更したいので，許

可されるよう申請します。 

記 

 

１ 変更前 

専門分野 

専門領域 

コース 

２ 変更希望先 

専門分野 

専門領域 

コース 

３ 変更理由  

 

※主研究指導教員が変更となる場合は，変更後の指導教員からの署名・押印を受領の上で提出す

ること 

 （変更後指導教員）職・氏名              印 


